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放課後児童クラブ運営負担金を納付済みの方に、督促状を誤って送
付する事案が生じました。

　



報道機関各位

放課後児童クラブ運営負担金の督促状誤送付について

令和７年１１月２８日（金）

放課後児童クラブ運営負担金を納付済みの方に、督促状を誤って送付する事案が生じました。

市民の皆様には、多大な御迷惑をおかけしたことをお詫びいたしますとともに、今後につきま
しては、再発防止策を徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。

１ 概要

放課後児童クラブ運営負担金１０月分が納付されているのにもかかわらず、収入がシステム
に反映されていなかったため未納であると誤認し、６４名の方に督促状を誤って送付してしま
ったものです。

２ 経過

１１月１７日(月) 督促状発送

１１月２１日(金) 市民から「納付しているのに督促状が届いた」旨の電話問合せが複数件
あり、６４名の方に督促状を誤って送付したことが判明。

該当者に電話で誤送付があったことを謝罪。

１１月２２日(土) 前日連絡が取れなかった方に、電話及び訪問により謝罪。

３ 原因

１１月４日に収入した納入通知書（再発行分）のうち、印字が枠からずれているものがあっ
たため、OCR（紙に印字された文字をデータで読み込む）処理の際に正確に読み取られず、フ
ァイルデータが破損したことにより、同日分の収入処理が行われなかったこと、また収入確認
が十分にされていなかったことによるものです。

４ 対応状況

納付されているにもかかわらず督促状を誤って送付した６４名の方には電話等で謝罪したが、
改めて今回の誤りの原因、再発防止策について文書にて説明と謝罪を行う予定。

５ 再発防止策

納入通知書の再発行の際には印字のずれを十分に確認し発行するとともに、システムでの収
入処理を複数回、複数人体制でチェックすることを徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
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